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□ 端末は学習のツール（道具）です。学習目的以外での利用は禁止です。 

家庭で適正に利用できない場合は、学校へ御相談ください。 

□ 私用や他人の Apple IDや Googleアカウントの利用はできません。 

□ 端末は志木市教育委員会の所有物です。本人以外の利用は禁止としています。 

□ 端末の持ち帰り時においては、必要に応じて家庭でも端末の充電に御協力願います。 

□ 端末使用中はストレッチや遠くを眺めるなど休憩を入れましょう。 

□ タブレット端末を紛失したときは、①電話等で学校へ連絡 ②「紛失届」または「破

損届・修理願い」を学校に提出してください。 

□ 端末の利用手引き内にある注意事項等から逸脱した使用が認められる場合は、該当保

護者に対して、修理に要する費用を請求することがあります。 

 

★ ＦＡＱ よく質問される内容 

学習用のインターネットサイトがフィルタリングの設定で見られないのですがどうした

らよいですか。 

学校に報告してください。学校より教育委員会に見たいサイトの URL を申請してい

ただき、後日、内容を精査し、閲覧できるように設定をします。また、その反対にアク

セスしてほしくないサイトもありましたら同様の報告や申請を行ってください。 

 

家庭で使用しているネットワークに iPadを接続できますか？ 

端末は校内にいる間は自動で校内ネットワークに接続します。また、家庭において

は、無線ネットワーク環境の設定（ID、パスワード等の入力）を行えば、接続可能で

す。端末内のアプリケーションは全て学校と教育委員会が協議したものを入れており、

委託業者にて動作確認等の安全性を確認しております。 

 

自宅にインターネット環境がないのですが、どのように対応したらいいですか。 

基本的にオンラインを活用した家庭学習はできません。そのため、担任と相談をし

て、オフラインでも端末を利用して、できる内容の工夫を行う。または、代替の課題

を検討するなど、お子様や家庭の状況に応じて、対応を行うことが望ましいです。 

現在、志木市では家庭にインターネット環境のない児童生徒の家庭に対して、モバイ

ルルーター本体の無料貸与を行っております。なお、使用には別途、家庭で通信契約が

必要となりますので、そちらも併せて御検討ください。 
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